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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月3日(2014.9.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　成形装置であって、該成形装置は、
　機械ベッド（２）と、
　工具（５）を取り付けるために相対運動が可能な態様で前記機械ベッド（２）上に支持
された工具保持具（４）と、
　該工具保持具（４）に連結された駆動装置（１６）と、
　該駆動装置（１６）を制御するための機械制御部（１１）と、
　前記工具保持具（４）の動作を監視するため、および、事前設定可能な監視事例発生時
に前記駆動装置（１６）の上流に位置する断路装置（１７）にシャットダウン信号を供給
するために設計された監視装置（７）と、
　を備え、
　前記監視装置（７）は、少なくとも１つの放射線源（８）と、該放射線源（８）に対向
して配置された複数の放射線検出器（２７～３２；１２７）と、を備え、
　前記放射線源（８）によって放射された光束（１４）の少なくとも一部は、前記工具（
５）の作業端（３６）に沿って方向付けられ、
　前記監視装置（７）は、前記機械制御部（１１）によって供給された試験信号を受信す
ると、前記工具保持具（４）の実際の位置をチェックし、所定のチェック結果からの逸脱
がある場合に、前記断路装置（１７）にシャットダウン信号を出力するように設計されて
いる
　ことを特徴とする成形装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の成形装置であって、
　前記機械制御部（１１）は、前記工具保持具（４）と前記機械ベッド（２）との間の相



(2) JP 2013-212538 A5 2014.10.16

対位置を判定するため、および、前記工具保持具（４）が前記機械ベッド（２）に接近す
る間に事前設定可能な相対位置に到達した時に試験信号を供給するための、位置検知シス
テム（１２）を備える
　ことを特徴とする成形装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の成形装置であって、
　放射線検出器（２７～３２；１２７）であって、前記放射線源（８）に対向して配置さ
れ、また、前記工具（５）の前記作業端（３６）に沿って方向付けられた前記光束（１４
）を検出するように設計された、前記監視装置（７）の前記放射線検出器（２７～３２；
１２７）は、光束（１４）検出のために少なくとも対になって構成されている
　ことを特徴とする成形装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の成形装置であって、
　第１放射線検出器（２８；１２８）は、第１動作速度にて前記駆動装置（１６）が断路
された後の前記工具保持具（４）のコーストダウン距離に少なくとも対応する距離を、前
記工具（５）の前記作業端（３６）から隔てて、前記工具保持具（４）の閉鎖動作方向（
３３）に沿って配置されている
　ことを特徴とする成形装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の成形装置であって、
　第２放射線検出器（２７；１２７）は、前記第１動作速度にて前記駆動装置（１６）が
断路された後の前記工具保持具（４）の前記コーストダウン距離と事前設定可能な安全マ
ージンとの合計に少なくとも対応する距離を、前記工具（５）の前記作業端（３６）から
隔てて、前記工具保持具（４）の前記閉鎖動作方向（３３）に沿って配置されている
　ことを特徴とする成形装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の成形装置であって、
　前記監視装置（７）は、前記試験信号の到達時に光束（１４）の線が前記第１放射線検
出器（２８；１２８）に適用されていない場合、および／または、前記試験信号の到達時
に光束（１４）の線が前記第２放射線検出器（２７；１２７）に適用されている場合に、
前記駆動装置（１６）の上流に設けられた前記断路装置（１７）に前記シャットダウン信
号を供給するように設計されている
　ことを特徴とする成形装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の成形装置（１）の操作方法であって、
　前記工具保持具（４）が第１動作速度で前記機械ベッド（２）に向かって接近する動作
を実行する工程と、
　複数の放射線検出器（２７～３２；１２７）に対する放射線の適用を、前記監視装置（
７）を用いて監視する工程であって、第１放射線検出器（２８；１２８）は、前記第１動
作速度から前記駆動装置（１６）が断路された後の前記工具保持具（４）のコーストダウ
ン距離に対応する距離を、前記工具（５）の前記作業端（３３）から隔てて、前記工具保
持具（４）の前記閉鎖動作方向（３３）に沿って配置されている、工程と、
　前記機械制御部（１１）によって、前記閉鎖動作方向（３３）に沿った前記工具保持具
（４）の位置を判定し、前記機械制御部（１１）によって定められた事前設定可能な相対
位置に到達すると、前記機械制御部（１１）によって前記監視装置（７）に前記試験信号
を供給する工程と、
　前記放射線検出器（２７～３２；１２７～１３２）に適用された放射線を監視する工程
であって、第２放射線検出器（２７；１２７）は、前記第１動作速度から前記駆動装置（
１６）が断路された後の前記工具保持具（４）の前記コーストダウン距離と事前設定可能
な安全マージンとの合計に対応する距離を、前記工具（５）の前記作業端（３６）から隔
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てて、前記閉鎖動作方向（３３）に沿って配置されている、工程と、
　前記試験信号の供給時に前記光束（１４）の放射線が前記第１放射線検出器（２８；１
２８）に適用されていない場合、および／または、前記試験信号の供給時に前記光束（１
４）の放射線が前記第２放射線検出器（２７；１２７）に適用されている場合に、前記駆
動装置（１６）の上流に設けられた前記断路装置（１７）に前記シャットダウン信号を供
給する工程と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の成形装置（１）の操作方法であって、
　前記試験信号の供給前に前記放射線検出器（２７～３２；１２７～１３２）の少なくと
も１つに対する放射がない場合に、前記駆動装置（１６）の上流に設けられた前記断路装
置（１７）に前記シャットダウン信号が供給されて、前記第２放射線検出器（２７；１２
７）は無視されることとなる
　ことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の成形装置（１）の操作方法であって、
　前記機械制御部（１１）による前記監視装置（７）への前記試験信号の供給後、前記試
験信号の供給時に前記光束（１４）の放射線が前記第１放射線検出器（２８；１２８）に
適用されている場合、および、前記試験信号の供給時に前記光束（１４）の放射線が前記
第２放射線検出器（２７；１２７）に適用されていない場合に、前記駆動装置（１６）は
より低い第２動作速度に減速される
　ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の成形装置（１）の操作方法であって、
　前記第２動作速度への減速開始時に、前記閉鎖動作方向（３３）に対して直角に方向付
けられた、前記第１放射線検出器（２８；１２８）と共通の平面に配置されている前記放
射線検出器（３２；１３２）は、作動停止される
　ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項９または１０に記載の成形装置（１）の操作方法であって、
　前記第２動作速度への減速開始時に、第１平面（３４）に平行で、かつ、前記第１平面
（３４）より前記工具（５）の前記作業端（３６）からの距離が小さい第２平面（３５）
に位置する、少なくとも１つの放射線検出器（２９）は、事前設定可能な期間の満了時に
作動停止される
　ことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の成形装置（１）の操作方法であって、
　前記試験信号の供給後、作動停止された前記放射線検出器（２７，３２；１２７，１３
２）は監視されなくなり、作動中の放射線検出器（２９，３０，３１；１２９，１３０，
１３１）に線が当たっていないことのみが、前記駆動装置（１６）の上流に位置する前記
断路装置（１７）に前記シャットダウン信号を供給させることとなる
　ことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項９～１２のいずれか１項に記載の成形装置（１）の操作方法であって、
　前記第２動作速度に到達すると、全ての放射線検出器（２７～３２；１２７～１３２）
は作動停止される
　ことを特徴とする方法。
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